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社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団



 

理   念  

 

私たち  

社会福祉法人倉敷市総合福祉事業団は  

保健や福祉のサービスを通じて、  

暮らしやすい地域社会の創造に貢献する  

とともに、すべての人が安心・充実した  

生活が送れるよう支援します。  

   

 

 

基 本 方 針  

 

１、人権を擁護し、法令を遵守した運営を行います。 

 

２、公益性・公平性・効率性を重視した運営を行います。 

 

３、ひとりひとりに安心と満足のできるサービスを提供します。 

 

４、暮らしやすい地域社会を創造する活動に積極的に参加します。 

 

５、保健・福祉の拠点として柔軟性と機動力を備え、先進的な 

取り組みに挑戦します。 

 

６、保健福祉のプロ集団として豊かな創造力と熱い情熱を持って 

業務を行います。   
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令８年度社会福祉法人倉敷市総合福祉事業団事業計画  

 

当事業団は、昭和４７年に倉敷市の社会福祉施設の管理運営を目的として設立された社

会福祉法人です。設立以来５４年経過し、その間運営する施設や実施する事業の内容は、

福祉ニーズの多様化や福祉制度の改正により多様な変遷を遂げてまいりました。  

このような環境変化に対応するため、法人基本理念及び基本方針のもと、５年間を計画

期間とする中期経営計画及び実施計画により様々な取り組みを進めてまいりました。  

令和８年度においても、厳しさを増す人材確保などの諸課題に対応してまいります。  

まず、人材確保につきましては、令和７年度に人材確保対策検討部会を立ち上げ、様々

な課題や対策を検討しました。今後、人材確保や定着の取り組みについて、費用対効果を

踏まえながら実施に向けて検討し、選ばれ定着する職場を目指してまいります。  

次に、新たな取り組みとして、倉敷市からの委託事業である医療・介護連携フレイル予

防事業の中で、７５歳以上の健康状態不明者を訪問し、健康状態の把握や必要なサービス

へつなぐ支援を開始します。 

また、ふじ園における就労選択支援事業については、令和８年度から本格的な事業開始

を予定しており、障がいのある方がご自身にあった働き方等を選択できるよう実施計画に

基づき、作業体験やケース会議を通じて支援を行います。 

次に、事業内容の充実の取り組みとしては、健康福祉プラザ及び真備健康福祉館におい

て、昨年１０月に開始したインターネット予約の安定運営により、利用者の利便性向上を

目指します。  

また、プラザ内の保健福祉相談室において、介護用品や福祉機器の情報提供場所を旧レ

ストラン跡に移転し、点字体験や高齢者の疑似体験などもあわせて実施し、当事者に対す

る理解促進も図ってまいります。  

最後に、倉敷市から受託した施設では、令和８年度から船穂憩の家が複合化により対象

外となり、合計５２施設となりますが、その他の実施事業１９事業とあわせて、引き続き

利用者満足度の向上に努めてまいります。  

今後とも、関係各位の御指導と御協力をいただきながら、市民福祉の向上と健康の増進

のため事業に取り組んでまいりますので、一層の御理解と御支援をお願い申し上げます。  

 

  

令和８年３月２６日  

 

社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団  

理 事 長     藤 澤  徳 久  
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１．経営企画室  総務課  

 

経営企画室は、事業団を取り巻く環境変化に対応するため、平成２２年度に設置され、

５年間を計画期間とする中期経営計画及び実施計画並びに人材育成計画及び職員研修計画

を共に３次にわたり策定し、その進行管理を行うとともに、職員研修を実施してきました。

 令和８年度は第３次計画期間の最終年であり、５年間の集大成を図るべく経営基盤の強

化及び職員の資質向上を図ります。 

［主な事業内容］ 

（１）第３次中期経営計画及び実施計画の進行管理 

令和８年度は、第３次中期経営計画（令和４年度～８年度）の最終年であり、５年

間の計画が着実に実行できたかどうかを確認しながら、最終年の計画を着実に進めま

す。また、各事業に取り組む際には、進行管理の徹底を図ることにより、実施計画の

実効性を高め、経営基盤の安定と組織の柔軟性を確保し、暮らしやすい地域社会の創

造に貢献してまいります。 

（２）人材育成計画及び職員研修計画に沿った職員研修の実施 

５年間を計画期間とする令和３年度改訂版人材育成計画の期間満了に伴い、新たに

改訂した令和８年度版人材育成計画に沿って職員研修を体系的・計画的に実施し、職

員の資質の向上を図り、質の高いサービスの提供に努めます。 

また、職員がそれぞれの階層で必要不可欠なスキルや姿勢を身につけるため、階層

別の研修に注力していきます。 

〔目指す職員像〕 

ア 利用者サービスの向上に常に取り組む職員  

 イ 思考力と行動力のある職員 

ウ 人権意識と倫理観を持ち、利用者に信頼される職員 

エ 幅広い視点から改善・改革ができる職員 

オ 意欲・意識の高い職員 

カ 部下や後輩の指導・育成ができる職員 

（３）委員会の開催 

ア 運営検討委員会 

事業団職員が自ら改革に取り組み、社会・地域の要請に応える事業を展開し、安

定的・継続的な経営を実践していくための方策を調査・検討する運営検討委員会を

開催します。 

イ 苦情解決運営委員会 

利用者からの苦情内容を集積・分析し、また、第三者委員（人権擁護委員、保護

司、民生・児童委員）から助言を受け、苦情に適切に対応し、利用者の権利擁護と

福祉サービスの質の向上に努めるため、苦情解決運営委員会を開催します。 

  ウ 虐待防止及び身体拘束等適正化委員会（令和４年度設置） 

    虐待防止及び身体拘束等の適正化のための対策について、事業団全体で情報共有

し、今後の未然防止及び再発防止につなげるため、虐待防止及び身体拘束等適正化
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委員会を開催するとともに研修を実施します。 

  エ 感染症対策委員会（令和６年度設置） 

    感染対策について、事業団全体で情報共有し、未然防止並びに感染症拡大及び再

発防止につなげ感染対策の適正化に取り組むため、感染症対策委員会を開催すると

ともに研修を実施します。 

（４）人材確保対策検討部会設置と人材確保の取組み 

人材確保が困難となっている状況の中、当事業団が人材確保と定着の取組みを推進

するため、令和７年度に「人材確保対策検討部会」を設置しました。この部会での検

討結果を踏まえ、「職員の働いている姿がわかる工夫」や「当事業団の福利厚生の充

実等強みを活かした内容」をホームページに掲載するなど魅力ある募集に努めていま

す。 

あわせて、部会から提案のあった事項についても費用対効果を踏まえながら、実施

に向けて検討し、今後もさらなる人材採用・定着に向けた取組みを進めます。 

 

事業団集合研修 

区  分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

実施回数 １０回 １１回 １２回 

受講者数 ２１４人 ２２３人 ２４０人 
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２．児童クラブ（放課後児童健全育成事業）  総務課 

 

菅生ふれあいクラブ（２クラス）〔菅生小学校区〕 

豊洲っ子児童クラブ（２クラス）〔豊洲小学校区〕 

倉敷市あさひ児童育成クラブ（２クラス）〔旭丘小学校区〕 

ゆうかりクラブ（１クラス）〔乙島東小学校区〕 

児島ひかり児童クラブ（２クラス）〔児島小学校区〕 

 

放課後児童健全育成事業は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等

により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携のもと発達段階に応じた主体

的な遊び及び生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本

的な生活習慣の確立を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的としています。 

事業団では、現在、５学区９クラスの児童クラブを運営しています。  

各児童クラブと調整を図りながら適切な運営に努めます。  

また、児童館や子育て支援センター、ファミリー・サポート・センター、障がい者支援

センター等とも連携し、児童への遊びの指導を充実させるとともに保護者からの相談にも

対応できる体制を整えます。 

〔主な事業内容〕 

（１）児童の衛生及び安全の確保、情緒の安定を図ります。 

（２）遊びを通じての自主性、社会性、創造性を培います。 

（３）宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行います。 

（４）基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身

につけさせます。 

（５）家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や地域での遊びの環境づく

りへの支援を行います。 

（６）児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により児童相談所や保健所等の関係機関の

援助が必要と判断した場合には、市に相談の上、連携して対応を図ります。 

（７）その他、放課後等における児童の健全育成上必要な活動を行います。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

児童クラブ名 

Ｒ７年度見込み  Ｒ８年度目標  

クラス数 契約人数  クラス数  契約人数  

菅生ふれあいクラブ  ２クラス ５２人  ２クラス  ６９人  

豊洲っ子児童クラブ  ２クラス ６９人  ２クラス  ８５人  

倉敷市あさひ児童育成クラブ  ２クラス ７１人  ２クラス  ８０人  

ゆうかりクラブ  １クラス ３８人  １クラス  ３８人  

児島ひかり児童クラブ  ２クラス ７０人  ２クラス    ８５人  

合  計  ９クラス ３００人  ９クラス  ３５７人 
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３．くらしき健康福祉プラザ管理業務             総務課 

 

 

指定管理者として、くらしき健康福祉プラザの貸出施設の使用の許可および施設設備の

維持管理業務（デイサービスセンター、保健所を含む。）を、令和６年度から令和１０年

度までの５年間運営しており、今年度は指定管理期間の３年目となります。 

これまで培ってきた事業団のノウハウを結集して円滑に業務を遂行し、くらしき健康福

祉プラザが、保健福祉施設として効率的・弾力的で、施設利用者に安全・安心と満足感を

感じていただける施設となるよう、利便性の向上に取り組んでまいります。  

特に貸室の予約について、令和７年１０月から倉敷市公共施設予約システムによるイン

ターネット予約を開始したことにより利便性が向上しており、引き続き丁寧な説明に努め

てまいります。  

また、空調・照明設備の運転・維持管理等を行う ESCO 事業者と連携を図り、快

適な環境の提供に努めます。 

さらに、施設の管理及び運営においては、プラザ内で事業団が実施している保健福祉事

業や他の類似施設との連携を密にすることにより、センター・オブ・センターとしての機

能を最大限発揮するよう努めます。  

〔主な事業内容〕 

（１）施設の利用 

貸出施設は、プラザホール、工芸室、視聴覚室、調理室、研修室（４室）、和室研

修室、体育館、水浴訓練室、屋外区画（２区画）です。 

なお、休館日である月曜日以外の祝日を開館するほか利用時間を一部延長するなど

施設の開館日数と利用時間等の拡大を引き続き実施します。 

開館日の拡大  ・月曜日以外の祝日法に規定する休日（元日は除く）を全館開館  

・１０１・１０２研修室は休館日も利用可  

利用時間の延長 ・利用時間を３０分延長し８時３０分から利用可  

・１０１・１０２研修室は利用時間２時間延長し２３時まで  

利用可  

（２）施設及び設備の維持管理（デイサービスセンター、保健所を含む。）  

   ESCO 事業者が空調・照明設備の維持管理と全設備機器の運転管理を、空調及

び照明設備以外の設備機器の維持管理を事業団で行います。 

<ESCO 事業とは> 

Energy Service Company の略で、ESCO 事業者が、省エネルギーに関する包

括的なサービスを提供し、発注者の利益と地球環境の保全に貢献するビジネス

で、省エネルギー効果の保証等により発注者の省エネルギー効果（メリット）

の一部を報酬として受取る事業です。 

（３）自主事業 

ア 利用者の利便性の向上のため、開館日・開館時間の拡大、隣接する民有地

を借用した駐車場の確保、倉敷市予約システムを利用した貸室予約、貸室で

のインターネット利用ができるようルーターの貸出、利用者アンケート等に
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よるニーズの把握を引き続き行います。 

イ 利便性向上の為の備品等の設置（コイン式コピー機、水着用脱水機、血圧

計等）、備品設備の買替・更新（机椅子、砂場テント等）、建物・機械改修

等の修繕を引き続き行います。 

ウ 市民の健康づくりを支援するため、料理教室・ウォーキング講座を実施す

るとともに階段等への消費カロリーの表示を引き続き行います。 

エ 地域防災強化を図るため、災害対応型自動販売機の設置の継続や非常用の

物品（災害用トイレ等）の備蓄を行います。また、災害の危機が切迫した緊

急時において安全が確保される場所として取り組みます。 

オ 障がい者の自立支援・高齢者の生きがいづくりを支援するため、展示販売

コーナーの設置や障がい者・高齢者団体の作品展示の場の提供、利用団体の

活動・作品発表会の開催を引き続き行います。 

カ くらしき健康福祉プラザまつり、福祉コンサートを引き続き開催します。 

キ 使用料に１０円未満の端数が生じた場合の端数の減額を引き続き行いま

す。 

 

くらしき健康福祉プラザ利用者数 

区  分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

一般利用 
人数 ３５，９８３人 ３２，０００人 ３６，０００人 

料金 ４，１１３，００５円 ４，３５１，０００円 ４，２９５，０００円 

減免利用 
人数 １１９，１９６人 １１８，０００人 １３７，０００人 

料金 １１，９５１，３６５円 １２，２３０，０００円 １２，４０４，０００円 

合  計 
人数 １５５，１７９人 １５０，０００人 １７３，０００人 

料金 １６，０６４，３７０円 １６，５８１，０００円 １６，６９９，０００円 
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４．保健福祉相談室  健康福祉課  

 

高齢者、障がい者その他の市民に対する保健福祉に係る相談事業及び保健福祉関係の図

書、資料等による情報提供事業を行い、市民の保健福祉の向上を図ります。 

 

〔主な事業内容〕 

（１）保健福祉相談  

ア 保健福祉に関する一般的初期相談を行うとともに、相談内容に応じ専門的相談窓

口等の情報を提供します。 

イ 手話通訳者を配置して、聴覚障がい者のくらしき健康福祉プラザ及び市保健所等

での相談や各種手続きの支援、プラザで行われる障がい者デイサービスセンターの

講座、子育て支援センターの行事、感覚相談事業の見え方の相談や言語訓練及び障

がい者就業・生活支援センターの相談などでの支援を行い、聴覚障がい者の社会参

加を促します。 

また、玉島障がい者支援センターへ月４回出張して、相談者の支援を行います。  

（２）福祉機器の情報提供等  

ア 来館者が体験を通じて在宅での生活に活用できるよう、電動ベッド、歩行器、杖

などの介護用品や福祉機器等の目的、機能、使用方法等の説明、助言、情報提供を

行います。 

イ 夏休み期間中に市内の小・中学生を対象とした福祉体験教室を開催する他、大人

を対象とした教室も開催します。直接、福祉機器に触れてもらったり、手話や点字

の体験をしてもらうなど、体験型の学習を通じて福祉に理解を深めてもらえるよう、

一層の広報活動を行います。関連して、随時に学習のための体験もサポートします。 

ウ 市内の児童館等において、地域の児童等を対象に福祉体験の出前教室を行います。  

また、地域のイベント等に出向き、福祉体験や情報提供を行います。 

エ 高齢者疑似体験セットを使い、実際に高齢者の身体機能の低下を体験してもらう

ことにより、高齢者に対する理解の促進を図ります。また疑似体験セットを市内の

小・中学校、施設、団体、個人等に無料で貸出し、参観日等の学習や企業の研修会、

高齢者施設、病院の職員研修等における有効活用を促進します。  

（３）保健福祉に係る情報提供 

図書・資料室において、保健福祉に関する図書、資料等を閲覧に供します。 

また、保健福祉に関するパンフレット、チラシ等の資料の収集・整理、窓口でのイ

ンターネット検索等により、情報提供を行います。  

「保健福祉相談室だより」の発行（年４回）、ホームページ、ブログを通じて、保

健福祉相談室のＰＲを行うとともに、事業や福祉用具等の新しい情報を発信します。  
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区   分 R6年度実績 R7年度見込 R8年度目標 

保健福祉相談延利用者数 1,950人 1,340人 2,000人 

手話通訳延利用者数 656人 630人 630人 

福祉用具展示コーナー延利用者数 3,437人 2,900人 3,500人 

高齢者疑似体験セット延体験者数 259人 200人 300人 

情報提供コーナー延利用者数 918人 940人 930人 

合   計 7,220人 6,010人 7,360人 
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５．健康増進センター  健康福祉課  

 

Ⅰ 健康づくり事業 

 

健康づくり事業は、１８歳以上の市民又は市内に通勤・通学する人に対し、「運動・栄

養・休養」の観点から、心身の健康の維持・増進や生活習慣病を予防することを目的に健

康づくりを支援します。 

事業を通じて、利用者の目的に応じた健康情報等の提供や運動実践の指導を行うととも

に、倉敷市の作成した「くらしき健幸プラン」（令和６年度～令和１７年度）に沿った支

援を展開し、市民の健康づくりの拠点としての役割を高めていきます。 

また、令和８年度から利用料金の窓口電子決済を導入し、利用者の利便性向上を図りま

す。 

〔主な事業内容〕 

（１）個別支援プログラムを主とした健康づくりの実践事業 

ア ヘルスチェック及び運動・栄養・休養の個別支援プログラム作成 

 ヘルスチェックのデータに基づき、健康運動指導士・理学療法士、管理栄養士、

保健師・看護師が一人ひとりに合った個別支援プログラムを作成します。 

また、ヘルスチェック後には、希望者に対し運動・栄養・休養の各専門スタッフ

による個別相談を実施し、健康づくりに必要な知識を身につけられるように支援す

ることで、利用者の満足度を高めていきます。会員以外の市民からの電話や面接に

よる個別相談にも対応します。 

イ フリートレーニング 

トレーニングルームで一人ひとりの運動メニューをもとに運動の支援を行うとと

もに、体育館、水浴訓練室等を使用した各種教室を開催します。利用者個人の目的

や嗜好、レベルに応じた運動を選択し、効果的な運動プログラムの実践ができる場

を提供します。 

（２）各種セミナー 

ア 健康づくり実践セミナー 

生活習慣病の予防を目的に、運動・栄養・休養を総合的に学ぶことができる教室

として実施します。講話等の健康教育と運動実践を組み合わせて実施し、集団指導

の特性を生かした仲間づくりや、生活習慣改善の継続を支援します。  

イ 栄養セミナー 

「食べること」の意味を理解し、正しい食生活を実践するために、生活習慣病予

防等のテーマを設定して実施します。食への関心を高め、食生活改善が継続的に実

践できるよう支援します。  

また、若い世代の参加を増やすため、託児付きの教室や親子参加の教室を実施し

ます。  

ウ 休養セミナー 

自分にあったストレス解消法を見つけ、心身の健康維持ができることを目的に実
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施します。  

特に、働く世代の参加を増やすため、土日や夜間にもセミナーを実施するととも

に、今年度新たな講師に依頼し、コーヒーの香りでリラックス効果を高める講座を

実施します。  

（３）おでかけ健康教室 

くらしき健康福祉プラザ及び倉敷、児島、玉島、水島、真備地区において、広く市

民の健康づくりを支援する健康教室を実施します。 

特に、子育て世代を対象に、地域子育て支援拠点や児童館、真備健康福祉館と連携

した親子で参加できる教室や、働く世代を対象に、土日や夜間の教室を実施するとと

もに、栄養・休養に特化した「調理実習」「アロママッサージ」も実施します。  

さらに、継続して運動していただくために、児島、玉島地区で５回１クールの健康

教室に加え、新たに水島地区でもライフパーク倉敷を会場に、姿勢を整えることを目

的とした、若い世代にも人気があるピラティスの健康教室を５回１クールで実施しま

す。  

（４）特定保健指導 

特定健康診査等により、特定保健指導対象者となった４０歳以上７５歳未満の方に

特定保健指導を実施します。健診結果から生活習慣を振り返り、自ら健康づくりに取

り組んでいけるように支援し、その３か月後の健康状態を評価します。 

ア 動機づけ支援 

４０歳以上７５歳未満の特定保健指導動機づけ支援対象者について、自らの健康

状態を自覚していただき、保健師又は管理栄養士が面接・指導のうえ、行動計画を

作成します。その後、前年度の対象者とともに、行動計画に沿って、３か月実践し

た効果を評価します。 

イ 積極的支援 

４０歳以上６５歳未満の特定保健指導積極的支援対象者について、自らの健康状

態を自覚していただき、保健師又は管理栄養士が面接・指導のうえ、行動計画を作

成します。支援対象者が行動計画に継続して取り組めるように電話や面接などの働

きかけを３か月間行い、その効果を評価します。 

（５）出前健康教室 

利用者に健康の維持・増進のための情報を提供し、健康づくりへの意識を高めてい

けるよう支援します。 

地域子育て支援拠点、各公民館、親子クラブや幼稚園・小学校等の保護者をはじ

め、地域の各種団体や企業等からの依頼を受け、健康運動指導士、管理栄養士、保健

師・看護師といった専門職員を派遣し、健康づくりのための「運動」「栄養」「休

養」などの指導を行います。 

特に、若い世代が講師派遣を依頼しやすい環境を整えるため、ＷＥＢ上にフォーム

を表示し、日時を問わず講師派遣の問い合わせと申込みを可能にするとともに、指導

内容を紹介するＰＲ紙に実際の教室の動画を閲覧できるＱＲコードを掲載するなどに

より、利用促進を図ります。 

また、父親の育児参加を促進したい地域子育て支援拠点と協働し、イベントへの講
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師派遣を行うことで、アプローチが難しい若い世代の男性への健康啓発に力を入れて

いきます。 

（６）健康づくりに関する普及・啓発 

健康増進に関する情報の収集・提供を行い、利用者が健康づくりへの意識を高めて

いただけるよう支援します。 

また、機関紙「健康づくり事業だより」を発行し、事業の周知を図るとともに、子

育て世代や働く世代に向けてホームページ・ブログ・インスタグラムで健康づくりの

情報発信を行います。また、YouTube では、健康づくり事業の運動教室参加後にも自

宅で継続して運動に取り組めるよう、おうちトレーニング支援のための動画を配信し

ていきます。 

（７）健康づくり関係組織との連携 

引き続き、イオン倉敷での産学官連携イベント「イオン de くら★けん」に令和８

年度も参加し、健康無関心層の市民への健康づくりを支援します。さらに、市内各地

区の保健推進室からの依頼による健幸サポート講座への講師派遣を、継続して行いま

す。 

また、地域子育て支援拠点、公民館、倉敷市スポーツ振興協会、市内の大学等と情

報交換を行い、相互ＰＲの実施や、より有効で事業効果の高い手法について検討しま

す。中でも、子育て中の親子に重点的にアプローチできるよう、地域子育て支援拠点

や親子クラブ、幼稚園等と連携を図ります。 

その他、市内の大学の学生を実習生として受け入れます。 

 

      

区   分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

ヘルスチェック 428人 410人 410人 

個別相談 144人 140人 150人 

フリートレーニング 22,976人 24,770人 24,800人 

各種セミナー 

 

 

実践セミナー 166人 160人 160人 

栄養セミナー 169人 180人 150人 

休養セミナー 245人 260人 190人 

おでかけ健康教室 1,112人 1,260人 1,300人 

特定保健指導 

 

 

動機づけ支援 20人 10人 13人 

積極的支援 2人 2人 3人 

支援・評価（※１） 30人 26人 24人 

出前健康教室（※２） 3,898人 2,730人 2,900人 

関係組織との連携 4,095人 3,072人 2,900人 

合   計 33,285人 33,020人 33,000人 

注）※１ 支援及び評価人数は前年度からの動機づけ支援・積極的支援の継続者を含む。  

  ※２ 出前健康教室の実施回数はＲ６年度実績９６回、Ｒ７年度見込１０８回 



- 12 - 

 

Ⅱ 介護予防事業 

 

「介護予防普及啓発事業」 

６５歳以上の高齢者を対象に、地域において健康で明るい生活を送ることができるよう、

介護予防に関する知識や運動の普及・啓発、自主的活動の育成・支援を行います。 

くらしき健康福祉プラザや憩の家、集会所等を会場とし、スタッフ（理学療法士・作業

療法士・看護師・管理栄養士・歯科衛生士・健康運動指導士）の専門性を生かした介護予

防教室を実施します。  

 

「生きがい対応型デイサービス事業」 

おおむね６０歳以上の介護保険の認定を受けておらず、とかく家に閉じこもりがちにな

る高齢者の社会参加の促進、介護予防及び生きがいの向上を目的に、老人福祉センター、

憩の家や竹工房において、生きがいや健康に関する教室を実施します。  

 

「医療・介護連携フレイル予防事業」 

後期高齢者の疾病、重症化予防を進め、健康寿命の延伸を図るため、医療専門職（保健

師や管理栄養士）が７５歳から８４歳の前年度の健診結果等で低栄養状態のリスクが高い

者、また、令和６年度以降の対象者で７６歳から８６歳の体重減少等がみられる者への継

続したフォロー、並びに７７歳から７９歳の受診中断者に対して、訪問等による個別支援

、医療機関への受診勧奨を行うハイリスクアプローチと、地域の身近な通いの場等に出向

き６５歳以上の高齢者に対して、フレイル予防の普及啓発や低栄養予防に関する健康教育

・健康相談、フレイル状態に応じた支援、並びに健康等に関して気軽に相談のできる環境

づくりを行うポピュレーションアプローチを実施します。 

新たに、ハイリスクアプローチの中で、７５歳以上の健康状態不明者を訪問し、健康状

態の把握や必要なサービスへつなぐ支援を実施します。 

 

〔主な事業内容〕 

（１）介護予防普及啓発事業 

転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動機能の低下の予防・向上を図るため、運動、健

康講話等を取り入れた教室を実施します。 

ア 介護予防実践教室 

くらしき健康福祉プラザだけでなく公民館、憩の家などの地域会場でも、心身の

健康習慣づくりによる健康寿命の延伸、フレイル予防を目的とした各種教室を実施

します。健康講話では、倉敷市で推進している人生会議（ACP：アドバンス・ケア

・プランニング）について実施します。  

また、新たに調理実習を取り入れた栄養教室「シニア世代のための栄養教室」

（全３回程度）を３か月を単位に各クールで実施します。 

イ 活動グループ支援教室 

憩の家及び集会所等へ出向き、地域において介護予防・フレイル予防に向けた取

組みが自発的に継続できるよう教室を実施します。  
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ウ 出前健康教室 

主に市内で活動する団体やグループの要請に応じて職員を派遣し、介護予防・フ

レイル予防のための出前健康教室を実施します。また、自主活動グループの支援

を継続的に実施します。 

エ 認知症予防教室 

認知症の発症及び進行の防止、認知症に対する理解や対応等の普及・啓発を目的

として、情報提供、運動、脳力トレーニング、また、個々に認知機能評価等を行う

教室を実施します。くらしき健康福祉プラザだけでなく公民館、老人福祉センター

などの地域会場でも教室を実施します。  

また、「あたまの健康チェック」の希望者に加え、新たに希望団体を随時募集し、

必要に応じて情報提供や個別相談を実施します。 

（２）生きがい対応型デイサービス事業  

高齢者の社会参加の促進、介護予防及び生きがいの向上を目的として、老人福祉セ

ンター、憩の家や竹工房を会場に教室を実施します。  

利用者増にむけて、憩の家以外に新たに倉敷北高齢者福祉センター・有城荘でも前

期・後期に期間を分けて教室を実施します。 

（３）医療・介護連携フレイル予防事業  

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、高齢者の保健事業と介護予防の一

体的実施に関し、健康課題のある後期高齢者に医療専門職（保健師・管理栄養士）が

訪問し個別支援を行うハイリスクアプローチと、地域の身近な通いの場等に出向いて

フレイル状態にある高齢者を把握し、フレイル予防の啓発（健康教育・健康相談）を

行うポピュレーションアプローチを実施し、疾病予防や重症化予防及びフレイル予防

を促進します。 

ア ハイリスクアプローチ（低栄養防止、低栄養フォロー、受診中断者、健康状態不

明者支援） 

倉敷市生活習慣病予防健診（長寿健診）を受診している７５歳から８４歳で前年

度の健診結果のうち後期高齢者の質問票において、６か月間で体重が２～３㎏以上

減少しかつＢＭＩが２０以下の者をＫＤＢ活用支援ツールで抽出、また、通いの場

等の参加者、高齢者支援センター及び薬局において、前記と同条件で、低栄養を疑

う者に対して、３か月間を１クールとして、居宅訪問等により支援します。 

また、令和６年度以降に支援を終了した者で、ＢＭＩが１８．５以下、または支

援期間中に体重が１㎏以上の減少がみられた者、最終支援時でフレイルの進行が懸

念されフォローが必要と思われる７６歳から８６歳までの者に対して1人１回フォ

ローを行い、フレイル予防及びＱＯＬの向上を図ります。 

さらに、疾病の重症化予防を進め、健康寿命の延伸を図ることを目的に、７７歳

から７９歳で高血圧症・糖尿病の受診中断者をＫＤＢ活用支援ツールにより抽出し

、訪問による医療機関の受診勧奨や健診受診勧奨、必要に応じて保健指導を実施し

ます。 

新たに、ハイリスクアプローチの中で、７５歳以上の過去３年間において健診情
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報、レセプトデータ、要介護認定のいずれもなく、かつ、高齢者支援センターが実

施する実態把握調査等においても現状把握できていない健康状態不明者を訪問し、

健康状態の把握や必要なサービスへつなぐ支援を実施します。 

イ ポピュレーションアプローチ 

６５歳以上を対象に通いの場等で、参加者が自らの健康状態に関心を持つよう質

問票を活用し、フレイル予防についての健康教育や健康相談を実施します。 

また、フレイル状態の把握では、質問票や体力測定を行い、健康状態の確認と転

倒防止、筋力低下防止等の生活機能向上に向けた支援を実施します。 

さらに、健康に関する相談や不安等について気軽に相談が行える環境づくりを行

い、より多くの高齢者の健康づくりの意識を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

区   分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込み Ｒ８年度目標 

介護予防 

普及啓発事業 

介護予防実践教室 ９，５９６人 ９，５２０人 ９，５５０人 

活動グループ支援教室 ４，２６７人 ４，４５０人 ４，５００人 

出前健康教室 ５，３１７人 ５，３９０人 ５，３００人 

認知症予防教室 １，５５８人 １，６８０人 １，７００人 

 合 計 ２０，７３８人 ２１，０４０人 ２１，０５０人 

生きがい対応型デイサービス事業 ３，３５８人 ４，０００人 ４，０００人 

  

医療・介護連携

フレイル予防事

業 

ハイリスクアプローチ 

低栄養     ２８４人 低栄養     ２９６人  ３００人 

低栄養フォロー   ４２人 低栄養フォロー   ３２人 ５０人

中断者       ９８人 中断者       ４９人   １００人

不明者         －  不明者         －  不明者      ３００人

計           ４２４人 計           ３７２人  計         ７５０人

ポピュレーション 

アプローチ 

 

 

健康教育・相談 

２，３０９人 

健康教育・相談 

２，０１０人

健康教育・相談  

 ２，１００人

フレイル状態の把握 

 ９５８人 

フレイル状態の把握 

 ８４０人

フレイル状態の把握  

 ９００人 

              － 
気軽に相談できる環境 

２１０人

気軽に相談できる環境  

２２０人 

計       ３，２６７人 計       ３，０６０人 計     ３，２２０人 

合  計  ３，６９１人       ３，４３２人 ３，９７０人 

合  計 ２７，７８６人 ２８，４７２人 ２９，０２０人 
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Ⅲ 倉敷市真備健康福祉館 

 

市民の健康づくりや福祉活動等を支援し、すべての世代が集い交流できる場を提供する

とともに、他の施設との連携を密にすることで市民へのより良いサービスの提供に努めま

す。 

１ 主たる業務 

（１）  施設の使用許可  

利用者の利便性向上を目的として、令和７年１０月から｢倉敷市公共施設予約 

システム」によるインターネットでの施設予約受付を開始しています。認知 

度向上と利用促進に向け、ＰＲに努めます。 

ア 有料施設  

温水プール・トレーニング室・介護予防室・軽運動室・多目的室・広間・和室  

（３室）・会議室・食育活動室・実践活動室  

イ 無料施設  

ふれあいホール・こどもひろば・多目的広場（屋外）  

（２）施設及び設備の維持管理  

（３）温水プールの運営に関する業務 

プールの利用者が安全で円滑に活動できるよう、適切な運営管理を行います。 

（４）トレーニング室、介護予防室及び軽運動室の運営に関する業務  

市民の健康づくりを支援するため、トレーニング等に関する的確な指導及び助言

   等を行います。  

（５）授産品等の展示及び委託販売の運営に関する業務  

ふれあいホールにおいて、障がい福祉施設等で製作された授産品及び倉敷市大学

   連携福祉事業で製作された製品を展示して、委託販売を行います。  

（６）健康福祉館の事業の運営に関する業務  

市民の健康づくり、福祉活動等を支援し、すべての世代が集い、交流できる施設

   となるよう、業務水準書で指定された４事業について、次のとおり行います。  

ア こどもひろば事業  

・こどもひろばの管理運営  

・地域子育て支援センター等との連携  

・児童館との連携  

・図書館との連携  

・各団体との連携  

・子育てに関する情報の提供  

イ 親子交流促進事業  

・親子でリズム体操  

・親子でおやつづくり  

ウ 世代間交流事業  

・市民ステージ（まびいきいきプラザまつり）  
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エ 世代間ふれあいデイサービス事業  

・健康体操  

・水中運動  

 

２ 自主事業  

（１）市民の健康づくりの支援  

ア リフレッシュエクササイズ  

中学生以上を対象に、ヨガ、エアロビクス、コンディショニング等の運動教

室を土日祝や平日夜間に実施します。  

イ こども向け運動教室  

年少児から小学生までを対象に、ヒップホップダンス、水泳、運動あそび等

を実施します。  

ウ フリーパスフィットネス  

  温水プールやトレーニング室・介護予防室・軽運動室を１ヶ月４，０００円、

７０歳以上は、２，０００円で何回でも使用できる制度を実施します。  

（２）地域の子育て支援  

ア 子育てはじめの一歩教室  

  生後６ヶ月までの乳児とその保護者を対象に、子育て支援を行います。  

イ こどもサロン  

乳幼児とその家族を対象に、前年度に初めて実施し好評を得た、温水プール  

を活用した育児サロンを継続実施します。  

また、ベビーマッサージや産後ヨガ、  体操などを通じて、子育て情報の提

供や親同士の交流の場を設けます。  

ウ 季節あそび  

乳幼児とその家族を対象に、季節に沿ったテーマで、製作やお菓子作り、運

 動等を体験する教室を実施します。  

（３）障がい者、高齢者等の社会参加の支援  

ア シルバー健康体操  

４０歳以上を対象に、水泳、ヨガ、ピラティス等の運動教室を平日昼間に実

施します。  

イ 障がい者授産品販売会の開催  

（４）世代間交流の支援  

ア 昔あそびの伝承教室  

乳幼児とその家族を対象に、竹を使った水遊びを実施します。  

（５）その他  

ア 敷地周辺のゴミ拾い  

  清掃ボランティアを募集し、当館敷地周辺のゴミ拾いを実施します。  
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区   分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

主たる業務 

 

貸室業務 １２，９１４人 １５，５００人 １６，０００人 

多目的広場（屋外） ６５９人 ６８０人 ７００人 

温水プール利用 １９，０４０人 ２２，０００人 ２３，０００人 

トレーニング室 ４，７８８人 ５，３００人 ５，３００人 

介護予防室 ４，５９５人 ５，１００人 ５，１００人 

軽運動室（卓球） １，６５９人 １，４００人 １，５００人 

展示販売 ３８人 ３０人 ３０人 

物品販売 １９１人 ２１０人 ２１０人 

こどもひろば事業 １２，１３１人 １２，８００人 １０，１５０人 

親子交流促進事業 １７４人 ２４０人 ２５０人 

世代間交流事業 ５，６１９人 ６，０００人 ９００人 

ふれあいデイサービス事業 １，２１１人 １，３００人 １，３００人 

小  計 ６３，０１９人 ７０，５６０人 ６４，４４０人 

自主事業 

 

市民の健康づくりの支援 ６，８７６人 ７，５５０人 １２，６５０人 

地域の子育て支援 ３６４人 ４００人 ４５０人 

障がい者，高齢者等の社会参加の支援 ４，１３５人 ５，３５０人 １２，０００人 

世代間交流の支援 ２２人 ２８人 ３０人 

そ
の
他 

インターネット利用 １４０人 １４０人 １４０人 

見学者等 ６，７５１人 ７，５５０人 １，０００人 

敷地周辺のゴミ拾い ２７人 ２５人 ４０人 

小  計 １８，３１５人 ２１，０４３人 ２６，３１０人 

合  計 ８１，３３４人 ９１，６０３人 ９０，７５０人 
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６．子育て支援センター  健康福祉課  

 

Ⅰ. 倉敷ファミリー・サポート・センター 

 

地域において子育ての援助を行いたい人（提供会員）と子育ての援助を受けたい人（依

頼会員）を組織化し、会員同士の子育てに関する相互援助活動を支援することにより、仕

事と子育てを両立し、安心して働くことができる環境の整備と地域の子育て支援を行い、

児童の福祉向上に寄与します。 

〔主な事業内容〕 

（１）会員の組織化 

会員の募集、登録その他の会員組織業務に関することを行います。 

（２）相互援助活動の調整 

依頼会員から援助の申込みを受けて、援助の内容、日時等の詳細を確認し、申込み

内容にふさわしい提供会員と依頼会員との事前打合せを行います。 

（３）講習会の開催 

会員に対して、相互援助に必要な知識を習得するための基礎研修やフォローアップ

研修を開催します。 

（４）交流会の開催  

会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会を開催します。遊びや話

し合いの会など情報交換の場を通して、会員同士の親睦を図ります。 

（５）情報の発信 

   地域の関係団体等とのネットワークを密にし、機会あるごとに当事業のＰＲ

  を行うことやホームページ・ブログ・ＳＮＳなどを通じて情報発信します。 

 

〈相互援助活動の内容〉 

ア 保育施設の開始前までこどもを預かること。 

イ 保育施設の保育終了後、こどもを預かること。 

ウ 保育施設までの送迎を行うこと。 

エ 放課後児童クラブ終了後、こどもを預かること。 

オ 学校の放課後、こどもを預かること。 

カ 冠婚葬祭や他のこどもの学校行事の際、こどもを預かること。 

キ 買い物等外出の際、こどもを預かること。  

ク その他、会員の子育てに関して必要な援助。  
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区  分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

依頼会員 １，３４０人 １，２８１人 １，３８０人 

提供会員 ５０７人 ５２３人 ５４０人 

両方会員 １０８人 １０１人 １０５人 

合  計 １，９５５人 １，９０５人 ２，０２５人 

活動件数 ４，３９０件 ４，０５２件 ４，０８０件 
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Ⅱ 子育て支援事業 

少子化や核家族化、また、地域での交流が希薄になる中、子育て中の親の孤立感を和

らげ、育児不安や育児負担の軽減を図るため気軽に来所して相談できる場や、他の親と

の仲間づくりができる場づくりに努めます。 

また、託児サービスや子育て情報の提供、「地域で子育て応援講座」等を実施し、地

域に根付いた子育て支援を行います。  

今年度は、妊娠期からの利用の促進、親同士が気軽に育児の悩みや疑問について話し

合える場の拡大、子育てしやすい地域づくりを目指して取り組みます。  

〔主な事業内容〕 

（１）子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

ア オープンスペース（遊びのひろば）の常設 

親子でふれあいながら遊びの場を通して親同士の交流を広げて育児の孤立感を軽

減し、親の育児の不安や悩み等に対しては、保育士や保健師が相談に乗りながら安

心して子育てができるように支援します。 

イ ひろば事業の実施 

親子で一緒にふれあい、楽しみながらこどもの情操を育みます。また、「ふれあ

いあそび」「運動遊び」「ミニミニタイム」「おはなしタイム」「製作」等を実施

してより一層、親子のふれあい活動を促進します。 

（２）子育て等に関する相談・援助の実施 

ア 保育士、保健師が来所や電話での相談を実施します。また、月１回臨床心理士に

よる特別相談を実施します。その他、子育て支援関連機関等と連携を図りながら、

虐待やＤＶ等の予防や早期発見に努めます。 

イ 障がいが疑われるこどもに対しては、集団生活への適応や自立意欲の増進、親子

関係の確立等のため、倉敷市立短期大学の協力を得ながら「ふれあいあそび」や感

覚相談事業の言語聴覚士と連携して「のびのび教室」を実施します。 

ウ 親同士が気軽に育児の悩みや疑問について話し合える「ほっとサロン」等、対象

に応じた話し合いの場を設けて実施します。また、親になる妊婦を加え育児に対す

る不安の軽減を図り、安心して子育てができるよう取り組みます。 

エ おもちゃを通して自主性や社会性が育つように遊びの場を提供するとともに、お

もちゃ図書館事業として、心身に障がいのある１８歳未満の児童におもちゃを貸し

出します。 

（３）地域の子育て関連情報の提供 

子育て支援関係機関とのネットワークを密にして情報提供の充実を図るとともに、

倉敷市が作成した「子育てハンドブック」「広報くらしき」、報道機関等を通じて、

より広く情報提供に努めます。  

（４）子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 

こどもの健康や発達について専門家を招き「子育て講演会」「救命救急講座」「離

乳食の話」「歯の話」「目の話」「言葉の話」「乳幼児のからだの発達の話」「プレ

パパプレママ教室」等を行い、より実践的な子育て支援を実施します。さらに妊娠期

からの利用をすすめます。 
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（５）地域支援活動の実施 

ア 幼児向けのイベントやプラザまつりを通じて、地域の子育て中の親子に楽しんで

もらうとともに、センターの活動をＰＲします。 

イ 地域子育て支援拠点や児童館等と連携し、こどもの発達や育児に関する相談や情

報提供に努め、保健師や保育士の専門性を生かしながら育児の支援をします。 

地域の子育てサークルへ遊びの指導や遊具の貸し出しを行い、活動を支援します。 

ウ 「地域で子育て応援講座」を実施する事務局として講座を開催し、地域で子育て

支援をしてもらう人の育成に努めます。 

ボランティア事業に参加してもらえるよう、地域で活動するボランティアに働き

かけます。 

エ 各事業において、見守りボランティアを受け入れ、母親が参加しやすい環境づく

りに努めるとともに、学生ボランティアを積極的に受け入れます。 

オ 倉敷市立短期大学や倉敷看護専門学校等の実習生及び中学生の体験学習を受け入

れます。 

（６）託児サービスの実施 

倉敷市子育て支援センターの登録会員で生後６か月から就園前の健康な乳幼児を対

象に託児サービスを実施します。  

（７）利用者支援事業の実施  

   妊娠中や子育て中の家庭のいろいろな悩み・困りごとについて、保健師、保育士な

どの資格をもった専門相談員が一緒に考え、家庭のニーズに応じて様々な支援サービ

スや関係機関と連携し、寄り添いながら継続的な支援を行います。また、子育てしや

すい地域づくりに貢献します。  

（８）地域子育て支援拠点の総括機能  

   倉敷市内の地域子育て支援拠点を総括し、中心的役割を担うために、子育て支援拠

点が、お互いに切磋琢磨し資質向上ができるよう研修会や連絡会を実施します。  

    ア 地域子育て支援拠点連絡会の開催  

  イ 各地区地域子育て支援拠点連絡会の実施  

  ウ 地域子育て支援拠点研修会の開催  
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区 分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

（１）子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

 

 

オープンスペース ２５，７５８人  ２６，５９５人 ２６，０００人 

ひろば事業 ３，０２９人 ３，８７９人 ３，８００人 

（２）子育て等に関する相談・援助の実施 

 

 

 

 

 

各種相談 

（移動育児相談・特別相談含） 

１，９０４人 

 

１，７３５人 

 

１，８００人 

 

療育的教室（親子ふれあい教室等） ３２５人 ３３８人 ３００人 

ほっとサロン １８２人 ２００人 ２００人 

おもちゃ図書館・本の貸し出し ３９２人 ３０１人 ３００人 

（３）地域の子育て関連情報の提供 

 子育てハンドブックの配布等 ６，７２７件 ６，６５６件 ８，０００件 

（４）子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 

 講座・講演会 ７２５人 ８８０人 ９００人 

（５）地域支援活動の実施 

 

 

 

 

 

子育てサークル支援 ５３６人 ４５９人 ５００人 

プラザまつり ４４６人 ３４８人 ４００人 

ボランティア養成等 ３６１人 ３８７人 ３７０人 

実習生指導 １１２人 １１５人 １２０人 

会議・その他等 １，２９７人   １，３６８人   １，３００人 

（６）託児サービス １，７７１人 １，７８３人  １，７００人 

（７）利用者支援事業相談人数 １，６４０人 １，５９３人 １，６００人 

合  計 ３８，４７８人 ３９，９８１人 ３９，２９０人 

注）（３）は、件数のため合計から除く。 
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Ⅲ 感覚相談事業 

 

感覚機能（視覚及び言語聴覚）障がいのスクリーニング、訓練指導、保健相談等を行

い、市民の保健福祉対策を図ります。 

スクリーニングについては、倉敷市が行う３歳児健康診査に視能訓練士と言語聴覚士

が参加します。 

また、相談者への適切な支援に努めるとともに、支援にあたっては、医療機関や他の

関係機関との連携を深めていきます。 

職員の知識・技能の向上を図り、市民や関係者から信頼や安心を得られるよう努めま

す。 

 

〔主な事業内容〕 

（１）視能部門 

  ア 相談支援業務 

視覚機能に不安がある方々に対して視覚補助具の選定及び使用方法の助言指導、

保有視覚の活用方法等について福祉的な相談支援を行います。 

  イ 健診事業 

３歳児健康診査に参加し、スクリーニング・健康相談を行います。 

  ウ 地域活動業務 

福祉施設等を訪問し、当事者及び支援者をはじめとする市民に対し、視覚に関す

る正しい知識の普及、情報提供を行います。その際、必要に応じ、視覚に関する福

祉的な相談支援を行います。 

地域社会の潜在的な相談ニーズを掘り起こすため、記念月間を活用した積極的な

啓発活動を展開します。具体的には、６月１０日の「こどもの目の日」に関連する

行事として講演会等のイベントを実施し、１０月１０日の「目の愛護デー」には、

見え方お助けグッズ展」を開催します。  

また、関係機関との連携を深め、各ライフステージに応じた予防ネットワークを

構築してまいります。例えば、こどもの近視予防に向けた生活習慣の啓発について

は教育機関と、高齢者のアイフレイル（加齢による視機能低下）対策の推進につい

ては、高齢者福祉機関とそれぞれ密に連携し、地域に根ざした支援体制を強化しま

す。  

エ 視覚に関する情報の発信 

ホームページやブログを活用して、視覚に関する情報を発信し、正しい情報を伝

えることで不安の軽減に努めます。 
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区  分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

相談支援業務 ７４５人 ６８０人 ７５０人 

健診事業注１ ３,５１９人 ３，５００人 ３，５００人 

地域活動業務 １,９３７人 ２，１００人 ２，２００人 

合  計 ６,２０１人 ６，２８０人 ６，４５０人 

注１）３歳児健康診査での全数、屈折・斜視スクリーニング及び見え方に関する個別相談

（アンケート項目該当者のみ） 

 

（２）言語聴能部門 

  ア 相談支援業務 

    きこえ・ことば・発音などコミュニケーションに関わる障がいのある方々の相談、 

検査及び訓練並びに集団活動の支援を行います。  

  イ 健診事業 

３歳児健康診査に参加し、きこえ・ことばに関するスクリーニング・健康相談を

行います。 

  ウ 地域活動業務 

福祉施設等を訪問し、当事者及び支援者をはじめとする市民に対し、きこえ・こ

とば・食べることに関する正しい知識の普及、情報提供を行います。その際、必要

に応じ、きこえ・ことば･食べることに関する相談、検査、訓練等の支援を行いま

す。今年度は新たに「高齢者難聴についての講話」を実施します。 

また、教育機関と連携し、ことばの問題に関する啓発、支援を行います。 

エ 言語に関する情報の発信 

ホームページやブログを活用して、言語に関する情報を発信し、正しい情報を伝

えていくことで、メール等での相談支援の充実を図ります。 

 

区  分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

相談支援業務 ２,５７３人 ２,４００人 ２,４５０人 

健診事業注１ ５３４人 ５５０人 ５５０人 

地域活動業務 １,７７０人 １,９００人 １,９５０人 

合  計 ４,８７７人 ４,８５０人 ４,９５０人 

注１）３歳児健康診査でのきこえ・ことばの個別相談（アンケート項目該当者のみ） 
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７．倉敷市障がい者デイサービスセンター  健康福祉課  

 

倉敷市障がい者デイサービスセンターは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律」に基づく「生活介護事業」を実施します。 

「生活介護事業」では、常時介護を要する障がい者に対して、入浴、排せつ及び食事等

の介護、その他の必要な日常生活上の支援及び創作的活動を行います。利用者への支援に

あたっては、個別支援計画に基づき、必要なサービスを提供します。 

また、「地域支援事業（基礎的事業）」として手芸、絵画、パソコン等の各種講座及び

障がい者スポーツ教室等を開催します。 

〔主な事業内容〕 

（１）生活介護事業 

ア 介護サービス 

排せつ、食事、口腔ケア等、日常生活動作の困難な利用者に対して、必要な介助

を行います。 

イ 入浴サービス  

特殊浴槽（チェアインバス・オンラインバス）による入浴サービスを行います。  

令和７年度からリネンサプライシステム（タオルの貸し出し）を導入したことに  

より、家族の入浴準備等の負担軽減や利用者満足度の向上が図られました。また、  

あわせて、衛生管理も向上しており、引き続き、適切な入浴サービスに努めます。  

ウ 送迎サービス  

５台のリフト付車両による送迎サービスに加え、軽自動車の福祉車両を使用し、  

利用者のニーズに合わせた送迎サービスを提供します。 

  エ 給食サービス 

利用者の摂食状態に合わせて「普通食」「やわらか食」「ムース食」の形態に分

けた給食を提供しておりますが、令和８年度からは、これらに加え新たに医療的ケ

ア利用者の胃ろうからの注入対応のため「ペースト食」を導入します。 

オ 創作的活動 

工作、絵画、習字等の活動を行います。 

カ 健康管理 

・嘱託医師による指導を行います。 週１回 

・看護師による家族への健康管理の助言や、嘱託医及び主治医の指示による医療的

ケアを行います。 

キ 機能訓練 

作業療法士指導のもと、身体機能の維持と低下を防止するため、利用者のニーズ

に合わせた機能訓練を行います。また、さらなる機能訓練充実のため、作業療法士

のみならず、多職種と連携・協同し、より実践的で継続的な支援を実施します。 

ク レクリエーション 

ゲーム、カラオケ、音楽、散歩、買い物等のレクリエーションを行い、生活体験

を広げます。スヌーズレンルームを積極的に活用し、利用者のリラクゼーションの
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充実を図ります。また、プランターを利用したデイガーデンで作物を育てるなどの

体験型レクリエーションの提供も行っていきます。 

ケ 行事 

社会参加への意識を高め、今後の生活意欲の向上を図るため、様々な社会体験活

動や夏祭り、七夕会、クリスマス会等季節感のある行事を行います。また、二十歳

を祝う会などの行事も行います。 

コ 生活の相談支援 

児島・玉島・水島の障がい者支援センターや市内の地域支援センター等と連携を

図りながら、日常生活や社会参加に向けての生活の相談に応じます。 

また、家庭介護についての相談及び助言を行います。 

（２）地域支援事業（基礎的事業） 

  ア 講座 

障がい者の社会参加や生活の質の向上と自立を促進するために、パソコン、囲碁、

書道、編物、絵手紙、リラックス健康（ストレッチ体操等）、フラワーアレンジメ

ント、多肉植物の寄せ植えなどの講座を引き続き行います。これらに加え、令和７

年度に行ったスマホ講座が好評であったことから、令和８年度からスマホ講座を定

例講座として実施します。また、脳トレのための麻雀や呼吸リハビリを目的とした

鍵盤ハーモニカ、音楽講座などを新規講座として開講を予定しています。 

  イ 障がい者スポーツ教室 

障がい者スポーツ推進のため、アーチェリー、車いすテニス、車いすバスケット

ボール、グラウンドゴルフ、車いすツインバスケットボール、スポーツ吹矢の障が

い者スポーツ教室及び体験教室を実施します。 

ウ センターの地域開放 

中学生、高校生、福祉を目指す大学生や専門学校生及び市民のボランティアを積

極的に受け入れるとともに、介護福祉士養成のための介護現場実習、教員志願者の

ための介護体験としての場を提供します。また生活介護現場実習（支援学校からの

体験実習）の受け入れを行います。  

さらに、プラザまつり等を通じて施設の活動を地域に紹介します。 

エ 関係機関・団体との連携 

各行政機関、障がい者福祉関連団体、特別支援学校等と連携し、積極的に障がい

者の地域生活の支援を行います。 
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区  分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

生活介護事業 

（デイサービス） 

 

 

延利用者数 ２，８５５人 ３，１６０人 ３，２００人 

 

 

入浴サービス １，６２０回 １，６８０回 １，６９０回 

送迎サービス ４，８１２回 ５，２９０回 ５，３００回 

 給食サービス ２，６２２回 ２，８６０回 ２，９００回 

医師相談 ７４件 ８０件 ８０件 

機能訓練 ２，２３７件 ２，４８０件 ２，５００件 

 

 

 

基

礎

的

事 

業 

 

講 座 

 

 

種類 １０種類 １０種類 １１種類 

実施回数 ２７５回 ２５４回 ２６０回 

受講者数 １，３９１人 １，３００人 １，４００人 

障がい者

スポーツ 

スポーツ教室 ２，２７０人 １，９１０人 ２，２００人 

 体験教室 ７５人 ４０人 ６０人 

その他 

 

 

ボランティア ４６８人 ３９０人 ４００人 

地域開放等 

（プラザまつり、介護実習生等） 

１，８６７人 

 

１，６２０人 

 

１，８００人 

 

生活介護現場実習 ７人 ７人 １０人 

合  計  ８，８５８人 ８，３８７人 ９，０１０人 
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８．倉敷障がい者就業・生活支援センター（国・県・倉敷市委託事業）  健康福祉課  

 

障がい者就業・生活支援センターは、就業及び日常生活、社会生活上の支援を行うこと

により、障がい者の職業生活における自立を図ることを目的に、国・県及び市からの委託

を受けて倉敷・井笠障害保健福祉圏域を対象に、障がい者の就労相談から職場定着までの

きめ細かな人的支援を行います。 

また、障がい者の雇用を進める上では、就職や職場適応などの就業面の支援はもとより、

就職に伴う生活習慣の形成や日常生活の自己管理等に関する生活支援も重要です。そのた

め、身近な地域で就業面及び生活面で一体的かつ総合的な支援を行います。  

〔主な事業内容〕 

（１）就業に関する相談支援 

  ア 障がい者からの相談に応じ、就業及び日常生活、社会生活上の問題について、必要   

な指導及び助言等のほか情報提供を行います。 

  イ 利用者の障がいの状況や相談に係る問題点を十分聴取し把握した上で、一般就労に   

向けた個別支援計画を作成します。 

（２）就職に向けた準備支援 

  ア 基本的な労働習慣の体得と職場への適合性を把握することを目的として、公共職業   

安定所と連携し、岡山障害者職業センターや企業等で実施される職業準備訓練及び職   

場実習をあっせんします。 

  イ 訓練や実習に先立ち、岡山障害者職業センターに職業能力評価を依頼し、その結果   

を踏まえてケース会議を開催し、訓練・実習方法等について検討します。 

  ウ 就労移行支援事業所などの福祉サービス事業所において、基本的な生活・労働習慣   

の習得を目的とした基礎訓練をあっせんします。 

  エ 同じ課題や環境を体験する人が、その体験から来る感情を共有することで安心感や

自己肯定感を得られ、就労促進を図ることを目的に「ピアの会」を年４回開催します。 

（３）就職活動の支援 

  ア 公共職業安定所への求職登録をし、職場紹介、職場訪問及び実習を支援するととも   

に、本人が仕事を覚え、職場環境に適応できるようにするためのジョブコーチの派遣   

等の制度を活用しながら、就職の支援を行います。 

  イ 利用者を雇用予定又は雇用中の企業に対し、本人の障がい特性について理解を求め

   るとともに、労働条件等について相談に応じ助言を行います。 

（４）職場定着に向けた支援 

  ア  在職中の利用者については、面談や電話連絡等を通じて適宜状況を把握し、   

問題の早期発見に努めます。 

  イ  利用者が就職した企業との間で、訪問や電話連絡等を通じて密接に連絡 を   

取り合うとともに、利用者が関わる関係機関とも情報交換を行い、利用者の状   

況把握に努めます。 

  ウ  職場不適応等で離職の可能性の高い利用者については、速やかに状況を把握した上   

で、本人、家族、公共職業安定所等と対応策を検討し、職場定着に向けた支援を行い   
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ます。雇用継続が必ずしも望ましくないと判断される場合には、利用者の状況に即し   

た就労等の場に移行できるよう助言・援助します。 

  エ 就職した利用者同士が交流し、職場での悩み等を話し合う機会を定期的に提供する   

ことを通じて職場定着の促進を図る「ワークわく交流会」（在職者交流会）を年４回

開催します。  

（５）生活面での支援 

  ア 生活習慣の形成や健康管理、金銭管理等の職業生活に必要な自己管理に関する助言

   を行います。  

  イ 住居、年金、余暇活動など、地域生活、生活設計に関する助言を行います。  

（６）関係機関等との連絡調整 

  ア より適切な指導・助言を行うため、本人及び家族の了解を得た上で、岡山障害者職   

業センター、福祉サービス事業所、企業など関係機関との連絡調整を行います。 

  イ 機関紙「ここから」を年３回発行し、公共職業安定所等の関係機関や企業に対し、

就業や生活に関する情報提供を行います。  

  ウ 就業支援業務を円滑かつ有効に実施するため、岡山労働局、公共職業安定所、岡山

障害者職業センター、倉敷・井笠障害保健福祉圏域（倉敷市、笠岡市、井原市、総社

市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町）の行政機関、福祉サービス事業所、保健医療

機関、当事者団体等の関係機関との連絡会議を年１回開催します。 

  エ 倉敷市の就労継続支援Ａ型利用に係る就労アセスメント事業について、倉敷市及び  

   関係機関と連携し、倉敷市ふじ園や就労継続事業所Ａ型に訪問を行い、適切にアセス

メントを実施します。  

  オ 倉敷地域自立支援協議会就労部会の事務局として、一般就労に向けたネットワーク

   作りと情報交換を行なう就労部会を年４回開催します。  

（７）企業への情報提供、助言等 

  ア 障がい者雇用の更なる促進を目的とした「企業向けの障がい者雇用セミナー」を年

１回開催します。  

  イ 障がい者雇用に関心のある企業に対し、公共職業安定所と連携して、障がい者雇用

   に係る雇用率制度や助成金制度等を紹介するなど、より積極的な雇用に取り組めるよ

   う情報提供に努めます。  

  ウ 企業間のネットワークを構築するために、企業の視点から障がい者雇用を考える企

   業交流会「TEAM PLUS」を年４回程度開催します。  

（８）倉敷市障がい者雇用支援事業 

   倉敷市から「倉敷市障がい者雇用支援事業」を受託し、倉敷市に雇用されている障が

い者の雇用と定着がスムーズに図れるように支援を行います。 

（９）移動相談の実施 

   センターの利用が比較的困難な井笠地域（笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町）

に対し、移動相談や出張相談を行い、利用者の利便性の向上や地域の支援ニーズの掘り

起こしを図り、管轄の公共職業安定所や行政機関と連携しながら地域における支援体制

の充実を図ります。  
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区  分 令和６年度実績 令和７年度見込 令和８年度目標 

相談・支援件数 ５，５３４件 ５，３００件 ５，５００件 

登録者数 １，０６２人 １，０７０人 １，０５０人 

新規登録者 ２４０人 ２００人 ２１０人 

職業準備訓練・職場実習件数 ３９件 ４４件 ４０件 

就職件数 １００件 １０５件 １００件 
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９．倉敷市憩の家（３６施設）  福祉施設課  

 

倉敷地区（中央、茶屋町、中島、天城、笹沖、庄、中洲、豊洲、庄東、生坂、西阿知、

豊洲中央、万寿東） 

水島地区（古新田、連島、水島、浦田、連島北、広江、鶴新田） 

児島地区（児島、稗田、琴浦、下の町、赤崎、本荘、下津井、郷内） 

玉島地区（玉島、黒崎、南浦、乙島、長尾、柏島、柏島東、穂井田） 

 

憩の家は、地域の高齢者や住民に対し、教養の向上、レクリエーション等の場を提供し、

高齢者の心身の健康保持及び相互の親睦を図り、やすらぎの場とする施設です。また、高

齢者や住民が身近に感じ、高齢者と子どものふれあいの場としても気軽に利用できる施設

となるよう努めます。 

令和８年度も引き続き指定管理者として倉敷、水島、児島、玉島地区（複合化により、

令和８年３月末で指定管理を終了した船穂憩の家を除く）の３６施設の管理運営を行いま

す。地域の特性を生かすために、地元の老人クラブ等に管理業務を委託し、事業団は維持

管理業務等を通じて、援助、指導を行います。  

市民の健康増進と地域活動の活性化のため、地域団体、公共的団体あるいは、自主活動

を行っている各種同好会の活動の場を提供します。 

利用者の自主活動は、民謡や詩吟、大正琴、舞踊、健康体操、卓球、囲碁、将棋、パソ

コン等が行われています。また、倉敷市と連携し、介護予防事業等が順次開設されていま

す。講座の利用が高まるよう支援を継続します。  

複合化が予定されている憩の家については、市からの指示に基づき適切に対応します。 

〔主な事業内容〕 

（１）憩の家の維持管理業務 

憩の家の維持管理にあたっては、利用者に安心して使用していただけるよう維持管

理を行います。特に、建物や設備の日常管理の徹底、こまめな小規模修繕により中規

模以上の修繕の減少に努めます。 

（２）自主事業  

ア 昨今大きな問題になっている特殊詐欺から身を守る方法や、アイフレイル予防等、

高齢者が安心していきいき生活できるよう講座を開催します。  

イ 利用者の心身両面の健康を維持増進するため、事業団内の他の部署と協力して転

倒予防教室、健康体操、認知症予防教室などを開催します。  

ウ 市内の児童館と連携し、高齢者、子ども、親子を対象とし、昔遊び、手作りおも

ちゃ、伝統行事等世代間の交流事業に取り組みます。  

エ 地域の親子クラブ、子育てサークルの活動の場として「ふれあいコーナー」や大

広間を開放し、子育てを支援します。  

オ パソコン教室の盛んな憩の家に、教室参加者がインターネットを利用できる通信

環境整備に取り組みます。  

カ スカットボール等のニュースポーツを実施します。  
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キ 人気の高い手描友禅等の体験教室を開催し、利用者の増加を図ります。  

ク 全地区を対象に、将棋大会を開催します。  

 

 

区     分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

倉敷地区 １３施設 ９ ０ ， ８ ６ ９ 人   ９ ３ ， ０ ０ ０ 人  １０８， ３ ００人 

水島地区 ７施設 ５ ０ ， ５ ５ ７ 人  ５ ０ ， ０ ０ ０ 人  ５ ５ ， ２ ００人 

児島地区 ８施設 ４ ３ ， ７ ０ ２ 人  ４ ４ ， ０ ０ ０ 人  ４ ６ ， ３ ００人 

玉島地区 ９施設 ５ ４ ， ３ ４ ０ 人  ５ ０ ， ０ ０ ０ 人  ５ ８ ， ２ ００人 

合 計 ３７施設 ２ ３ ９ ， ４ ６ ８ 人  ２ ３ ７ ， ０ ０ ０ 人  ２ ６ ８ ， ０００人 

※令和８年度は、玉島地区８施設（船穂憩の家複合化のため）の合計３６施設 
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１０．倉敷市ふじ園                       福祉施設課  

 

自立した日常生活が困難な障がい者及び就労を希望する障がい者に、日常生活を営むた

めに必要な訓練並びに就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を行います。

また、障がいのある人が、自分にあった働き方を選べるよう必要な支援を行います。 

利用者の支援にあたっては、「自己選択と自己決定」を尊重しながら、家族や関係機関

との連携及びネットワークの構築を行い、より一層利用者の社会参加の実現を図ります。 

また、利用者のニーズに的確かつ迅速に対応できるよう、適宜懇談を実施し、質の高い

サービスの提供と効率的な運営を図ります。 

 

Ⅰ 自立訓練（生活訓練） 

知的障がい者や精神障がい者を対象とし、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上

等のための訓練（基礎的労働習慣の習得等、一般就労に必要な基礎訓練を含む。）や生活

等に関する相談及び助言その他の必要な支援を、個別支援計画に基づき行います。 

〔主な事業内容〕 

（１）作業支援 

生産活動を通じ、利用者の主体性と社会生活の向上を促します。働く喜びを得ると

ともに、一人ひとりに見合った作業内容を提供し、作業場面を通じて利用者の適性や

能力を的確に把握し、作業能力、作業態度、マナー等の育成を行います。 

また、作業種目の見直し及び開発に努めます。  

（２）日常生活能力向上訓練  

   炊事・洗濯・掃除などの家事や読み書き、計算、一般教養などの講義や実習を通じ、

日常生活能力の向上に努めます。  

（３）生活体験 

ア 施設内生活体験 

社会生活を営む上で必要な知識・技術等の習得を図るために、個々のニーズに合

わせ、ＳＳＴ（ソーシャル・スキル・トレーニング：日常生活に必要な生活力等）

を実施します。 

また、「就職者の話を聴く会」を開催し、利用者の一般就労への動機付けや就労

意欲の向上の場とします。 

イ 施設外生活体験 

職場見学を行い、一般就労に対するイメージ作りを支援します。各種行事等を通

じて、金銭管理、公共交通機関の利用等社会体験の機会を増やします。 

また、ふじ園自治会の活動として、周辺地域の清掃活動の時間を設け、利用者の

地域貢献活動を行います。 

ウ 健康管理 

定期健康診断を通じ、心身の健康状態の把握に努めます。 

（４）給食 

健康増進を図るため給食を実施します。 
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なお、内容は個々の利用者の状態にあった栄養素量・食事形態とします。 

（５）避難訓練 

消防計画等に基づき、避難訓練を月１回実施します。 

（６）施設の開放及び利用促進 

地域の中学・高校からの体験交流活動の受け入れ、教職員、福祉専門職員を目指す

大学生や福祉講座の生徒の体験実習・援助技術現場実習等の場の提供を通じて、施設

が保有する人的・物的資源を積極的に地域へ開放します。 

利用促進については、事業案内のパンフレット等を活用し、倉敷障がい者就業・生

活支援センター等の関係機関への配布及びホームページの内容を充実させることによ

り広報活動を行います。 

また、令和７年度に実施した支援学校での出張講義を引き続き実施するとともに、

特別支援学校の生徒や関係機関等の利用者を対象として、見学説明会を年６回開催し、

潜在的な利用者の掘り起こしを行うほか、就労継続支援Ｂ型事業所の利用に係る経過

措置終了後に向けた対応を積極的に行います。 

このほか、福祉系大学等との連携による、新たな支援方法の研究及び開発を行いま

す。 

（７）事業団内他部署との連携強化 

倉敷市総合福祉事業団は多様な福祉施設、事業を運営するとともに、言語聴覚士、

健康運動指導士等の豊富な人材を有しています。余暇活動の充実や健康の増進等、利

用者一人ひとりの生活の質の向上に資するため、これらの人材を有効に活用すべく連

携を図ります。  

（８）くらしきすこやかプラザ内合同事業  

くらしきすこやかプラザ内にあるふじ園及び倉敷児童館、有城荘の３施設合同のイ

ベントを開催するとともに、それぞれの施設との交流事業を実施します。 

 

Ⅱ 就労移行支援 

就労を希望する６５歳未満で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる障が

い者を対象とし、一般就労へ向けて生産活動や職場実習、適性に合った職場の開拓、就職

後における職場定着のための支援等を、個別支援計画に基づき行います。 

〔主な事業内容〕 

（１）一般就労への移行支援 

倉敷障がい者就業・生活支援センター、ハローワーク、岡山障害者職業センター等

の関係機関との連携強化に努め、職場見学・実習や就職の受け入れ企業の開拓を行い、

関係諸制度を活用して就労へと導きます。 

また、より多くの障がい者が一般就労に移行できるよう、支援難度の高い利用者に

対する新たな支援方法を福祉系大学等と連携し研究・開発し、直接支援に活用します。 

（２）職場定着支援 

企業と調整を取りながら職場訪問を行い、就職後も企業や退所者から相談に応じら

れる体制を整え、現状把握・アフターケアの充実に努めます。 

また、「就職者の話を聴く会」を開催し、企業でのマナーの再確認等情報交換のほ
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かに、利用者の一般就労への動機付け、就労意欲の向上の場とします。 

（３）作業支援 

利用者の主体性と就労意欲の向上を促します。働く喜びを得るとともに、一人ひと

りに見合った作業内容を提供し、作業場面を通じて利用者の適性や能力を的確に把握

し、企業で要求される作業能力、作業態度、マナー等の育成を行います。 

また、作業種目の見直し及び開発に努めます。 

（４）就労技能向上訓練  

   職場のマナーや敬語の使い方、社会の仕組み、読み書き、計算、一般教養などの講

義を通じ、就労技能の向上に努めます。 

（５）生活体験 

ア 施設内生活体験 

社会生活や職業生活を営む上で必要な知識・技術等の習得を図るために、個々の

ニーズに合わせ、ＳＳＴを実施します。 

イ 施設外生活体験 

職場見学や実習を実施します。各種行事等を通じて、金銭管理、公共交通機関の

利用等社会体験の機会を増やします。 

また、ふじ園自治会の活動として、周辺地域の清掃活動の時間を設け、利用者の

地域貢献活動を行います。 

ウ 健康管理 

定期健康診断を通じ、心身の健康状態の把握に努めます。 

（６）給食 

健康増進を図るため給食を実施します。 

なお、内容は個々の利用者の状態にあった栄養素量・食事形態とします。 

（７）避難訓練 

消防計画等に基づき、避難訓練を月１回実施します。 

（８）施設の開放及び利用促進 

地域の中学・高校からの体験交流活動の受け入れ、教職員、福祉専門職員を目指す

大学生や福祉講座の生徒の体験実習・援助技術現場実習等の場の提供を通じて、施設

が保有する人的・物的資源を積極的に地域へ開放します。 

利用促進については、事業案内のパンフレット等を活用し、倉敷障がい者就業・生

活支援センター等の関係機関への配布及びホームページの内容を充実させることによ

り広報活動を行います。 

また、令和７年度に実施した支援学校での出張講義を引き続き実施するとともに、

特別支援学校の生徒や関係機関等の利用者を対象として、見学説明会を年６回開催し、

潜在的な利用者の掘り起こしを行うなど積極的に利用促進を行います。 

このほか、福祉系大学等との連携による、新たな支援方法の研究及び開発を行いま

す。  

（９）事業団内他部署との連携強化 

倉敷市総合福祉事業団は多様な福祉施設、事業を運営するとともに、言語聴覚士、

健康運動指導士等の豊富な人材を有しています。余暇活動の充実や健康の増進等、利
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用者一人ひとりの生活の質の向上に資するため、これらの人材を有効に活用すべく連

携を図ります。  

（10）くらしきすこやかプラザ内合同事業  

くらしきすこやかプラザ内にあるふじ園及び倉敷児童館、有城荘の３施設合同のイ

ベントを開催するとともに、それぞれの施設との交流事業を実施します。  

（11）就労移行支援利用者の利用促進  

   就労移行支援単独利用者のニーズを把握するとともに、受け入れ態勢を整え、利用

促進を図ります。 

（12）就労継続支援Ａ型利用に係る就労アセスメント事業の実施 

就労継続支援Ａ型利用に係る就労アセスメント事業（交通費の支給事務を含む）に

ついて、倉敷市及び関係機関と連携し適切に実施します。  

 

Ⅲ 就労選択支援 

障がいのある人、当面は原則として就労継続Ｂ型事業を目指す人が、「自分にあった働

き方」や「将来の選び方」を選択するために、実施計画に基づき、作業体験やケース会議

を通じて支援を行います。 

〔主な事業内容〕 

（１）作業場面等を活用した情報把握（アセスメント） 

関係機関と調整し、事前準備と関係機関との連携のもと、本人の希望や特性を多角

的に把握し、模擬体験や実習を通じて実践的に実施して、作業状況やコミュニケーシ

ョンスキル、疲労時の行動などを観察し、アセスメントシートに記録します。  

（２）多機関連携によるケース会議 

アセスメント結果を共有し、本人や家族、関係機関が参加してケース会議を開催し、

中立的立場で、本人の意思決定を尊重しながら希望する就労支援につなげます。  

（３）アセスメントシートの作成 

多機関連携によるケース会議の結果を受け、作業場面等による状況や本人、家族関

係機関等からの聞き取り、その他本人に関する情報を含め、本人と協同でアセスメン

トシートをまとめます。  

（４）事業者等との連絡調整 

アセスメント結果を踏まえ、就労に向けた次のステップに進むことができるよう、

障がい福祉サービス事業者等にアセスメント結果を伝えるなど必要な連絡調整を行い

ます。  
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区   分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

生活・就労移行契約者数 １４人 １４人 ２０人 

就労選択支援契約者数 - ０人 １人 

Ａ型アセスを含む契約者数 ２５人 １８人 ２５人 

在籍者数（３月３１日現在） １１人 １１人 １５人 

生活・就労移行利用者数 ２，８５１人 ２，５００人 ３，０００人 

就労選択支援利用者数 - - １００人 

延利用者数 ２，８５１人 ２，５００人 ３，１００人 

Ａ型アセス利用者数 ３０３人 ２５０人 ３００人 

Ａ型アセスを含む延利用者数 ３，１５４人 ２，７５０人 ３，４００人 

延職場実習日数 ２３日 ５０日 ５０日 

実習受け入れ企業数 ５社 １０社 ２０社 

就職者数 １人 １人 １人 

※  各契約者数及びＡ型アセスを含む契約者数は、各月の契約者のうち最も多い月の 

人数としている。 
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１１．倉敷市老人福祉センター  福祉施設課  

 

倉敷北高齢者福祉センター 

有城荘 

まきび荘 

 

老人福祉センターは、地域の６０歳以上の高齢者を対象に各種の相談に応じるととも

に、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、高齢

者が健康で明るい生活を送れるよう支援する施設です。 

〔主な事業内容〕 

（１）各種相談等事業 

ア 生活、住宅、身上、生業、就労等に関する相談を行います。  

気軽で身近な窓口として高齢者に寄り添い、必要に応じて適切な相談機関へつな

ぎます。 

イ 疾病の予防や治療、加齢に伴う機能低下の回復に関する相談を行います。 

看護師による血圧等の測定や健康相談を行い、フレイル予防や不安の軽減など健

やかに暮らすための支援や助言を行います。 

（２）教養の向上に関する事業 

ア 高齢者の関心や要望を踏まえながら、各センターの特色を生かした独自の講座を

開催し、多様な学びの場を提供します。 

イ センター内で実施する倉敷市生きがい対応型デイサービス事業の各種講座を通じ

て、高齢者の社会参加の促進、介護予防及び生きがいの向上を推進します。  

（３）レクリエーション等の事業 

ビリヤード、囲碁、将棋、卓球等の娯楽器具等を用意して、高齢者の集いと交流の

場を提供します。 

各センターで趣向を凝らしたさまざまな独自事業を実施して、高齢者の閉じこもり

を防ぎ、豊かで実りある活動的な生活が送れるよう支援します。  

また、各種同好会等に活動の場を提供し、高齢者の孤立感の軽減や仲間づくりを支

援します。 

（４）３館交流事業に代わる事業 

３館合同で行っていたビリヤード大会、グラウンドゴルフ大会は、利用者の高齢化に伴

い、自動車免許の返納等で会場への現地集合・現地解散が難しくなってきたため、ニュー

スポーツ（モルック体験会）を各センターで実施します。 
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Ⅰ 倉敷北高齢者福祉センター 

（１）寿講座（連続講座） 

心身の健康増進に向けた運動や、身近で生活に役立つ内容など、多様な講座を開講

します。また新たな発見、生きがいの創造につながる創作活動の機会を提供します。  

ア ゆるらくエクササイズ 

イ ペン習字  

（２）レクリエーション事業 

利用者が、楽しくすごせる憩いの場となるよう、バラエティに富んだ事業を展開し

ます。  

ア 転倒予防教室 

イ 健康笑いヨガ＆認知症予防講座  

ウ モルック（有城荘・まきび荘と共同で取り組むニュースポーツ）体験会  

エ 通信カラオケを活用した音楽交流事業等  

オ 警察署連携による交通安全・特殊詐欺防止啓発講座  

カ 感覚相談事業等との連携による健康意識向上講座（目のフレイル等）  

 

（３）ふれあい事業 

「倉敷市花の銀行」として、地域の花いっぱい運動に協力します。  

地域の高齢者にとって、憩い・学び・活動の場となることを目指し、今年度もセン

ター見学会を開催します。施設を広く開放し、多くの方にセンターを知っていただく

機会とします。  

 

区  分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

延べ利用者数 １８，０６７人 １７，８００人 １８，０００人 

利
用
内
容 

各種相談等事業 ３０，３２９件 ３０，０００件 ３０，０００件 

教養の向上に関する事業 １，８１６人 １，８００人 １，８００人 

レクリエーション等の事業 １２，６９８人 １２，５００人 １２，５００人 

（利用内容は重複あり）  
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Ⅱ 有城荘 

（１）さわやか講座 

高齢者に根強い人気のある「グラウンドゴルフ講座」を引き続き実施して、利用者

の体力づくりや仲間との交流を支援します。  

そのほか、警察署連携による交通安全・特殊詐欺防止啓発講座や感覚相談事業等と  

の連携による健康意識向上講座（目のフレイル等）など利用者の関心に応える講座を  

開講します。  

（２）レクリエーション事業 

利用者の趣味をひろげ、余暇をより豊かにする多彩な事業を実施します。  

ア ポーセラーツ 等 

イ ごきぶりだんごづくり 等 

ウ モルック 等  

（倉敷北高齢者福祉センター・まきび荘と共同で取り組むニュースポーツ） 

（３）くらしきすこやかプラザ内合同事業 

ふじ園、倉敷児童館と３施設合同で交流事業を実施します。  

また、地域の高齢者に「来て・見て・知って」いただけるよう、施設を開放した見

学会を開催します。 

 

区  分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

延べ利用者数 ２３，５３１人 ２３，１００人 ２３，５００人 

利
用
内
容 

各種相談等事業 １０，８４０件 １０，４００件 １１，０００件 

教養の向上に関する事業 １，５８８人 １，８００人 １，８００人 

レクリエーション等の事業 ２１，３８７人 ２１，３００人 ２１，５００人 

（利用内容は重複あり）  
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Ⅲ まきび荘 

（１）いきいき講座 

共通の趣味や興味を通じて、利用者が健康で豊かな生きがいを持った生活を送れる

よう、いきいき講座を開講します。  

そのほか、警察署連携による交通安全・特殊詐欺防止啓発講座や感覚相談事業等と  

の連携による健康意識向上講座（目のフレイル等）など利用者の関心に応える講座

を開講します。 

ア 歌唱指導     週 １回 

  イ 生花教室     月 ２回 

  ウ 茶道教室     月 ２回 

  エ 百歳体操     月 ４回  

  オ さわやか体操    週 ２回 

  カ 転倒予防教室   年１０回 

キ 頭の健康チェック 年１０回 

（２）レクリエーション事業 

地域の団体や組織と協力して、利用者のニーズに合った事業を実施します。 

また、世代間のふれあい交流行事を計画的に行います。 

ア 七夕まつり、クリスマス会、節分の会、ひな祭り等の季節行事  

イ スマホ教室など、実用的な教室  

ウ スカットボール大会など、楽しくからだを動かす事業 

エ 地域福祉の勉強のための高齢者と児童との交流会 

オ ふれあい会（手芸を中心に不定期に実施） 

カ モルック  

（倉敷北高齢者福祉センター・有城荘と共同で取り組むニュースポーツ）  

（３）まきび荘環境整備事業 

   地元組織みその会や真備地区老人クラブの方々と荘内の清掃活動や剪定作業を通じ

て交流し、地域に根ざした施設となるよう努めます。 

 

区  分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

延べ利用者数 ５，３９１人 ５，５００人 ７，０００人 

利
用
内
容 

各種相談等事業 １２，２７７件 １２，０００件 １２，０００件 

教養の向上に関する事業 １，４８７人 １，６００人 １，６００人 

レクリエーション等の事業 ５，６４０人 ５，５００人 ５，６００人 

（利用内容は重複あり）  
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１２．倉敷市児童館  福祉施設課  

 

倉敷児童館 

倉敷北児童センター 

水島児童館 

児島児童館 

玉島児童館 

真備児童館 

 

児童館は、健全な遊びを通してこどもの健康を増進し、情操を豊かにすることを目的と

する施設です。 

少子化社会にあって、こどもが心身ともに健やかに育つための環境づくりを行うととも

に楽しくふれあえる場、安心・安全に過ごせる居場所を提供し、児童福祉の向上に努めま

す。 

また、児童館の適正な管理及び円滑な運営を図るため「倉敷市児童館運営委員会」を開

催し、幅広い視野での見識と情報収集に努め、より良い内容の事業を実施します。 

その他、地域組織活動（母親クラブ等）を中心に地域住民や関係機関と連携を図り、協

力して活動します。 

さらに、各地域の子育て環境に対応し、「おでかけ児童館」事業や、令和７年１１月

にスタートした「こどもまんなかひだまりマルシェ」を引き続き実施します。 

〔主な事業内容〕 

（１）児童館で共通に取り組む事業 

ア 児童福祉週間の一環として、各児童館の特色を活かした行事「ごー！ごー！！じ

どうかん」を実施し、それぞれの地域の現状に応じた形で行い、こどもたちが楽し

く参加できる機会を設けます。 

イ 「おでかけ児童館」事業として、地域のイベントや親子クラブ、放課後児童クラ

ブ等へ出向き、工作や遊びの提供をし、より多くのこどもや親子が参加できるよう

活動場所の拡充に努め、定期的に実施できる場所の確保を目指します。 

さらに、市の生涯学習課と連携して、小学生を対象とした放課後子ども教室でも

実施することで、児童館を利用しにくい地域での遊びの支援に努めます。 

また、６児童館合同で「キッズカーニバル」を開催し、「スポーツフェスティバ

ル」「くらしき健康福祉プラザまつり」「倉敷市こどもまつり」にも参画します。 

（２）遊びによるこどもの育成に関する事業 

ア 親子や地域の人とのふれあい、交流ができる季節の行事の実施 

イ 体力増進活動の促進（バスケットボール、卓球、バドミントン、一輪車等） 

ウ 文化、創造活動、食育の促進（こま・けん玉、工作、クッキング等） 

（３）こども同士の交流及び日常生活の支援に関する事業 

ア こども家庭庁が推進する「こどもまんなか社会」の実現を目指し、こどもが自由
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に思いを述べることのできる機会や場所を設け、コミュニケーションしやすい雰囲

気づくりに努めます。また、こどもたちが、こどもの権利について理解し、学ぶこ

とができる環境づくりに取り組みます。 

イ こどもが安全に安心して過ごせる居場所を提供するとともに、健康及び児童館で

の気になる様子について、必要に応じ保護者や学校へ連絡をします。 

ウ 年齢を問わず、交流やグループ遊びなど、様々な活動に自発的に取り組めるよう

支援します。 

（４）保護者の子育て支援に関する事業 

ア こどもと保護者が、自由に交流できる場所や子育てに関する情報を提供するとと

もに、親子のふれあい活動も行います。 

イ こどもの発達上の課題について、関係機関と連携を図り、保護者が気軽に相談で

きる子育て支援を行います。 

ウ 児童虐待予防に取り組み、保護者の子育てへの不安や課題には関係機関と協力し

て継続的に支援し、必要に応じて市や児童相談所、学校や幼稚園、保育園等と連携

して対応に努めます。 

エ 乳幼児に関する各種保育研修を受講し、職員の専門性や相談対応能力の向上に努

め、乳幼児対象の行事の充実を図ります。 

（５）休日保育に関する事業 

倉敷児童館と倉敷北児童センター内において、休日に保護者の就労等で家庭での

保育が困難な時に乳幼児を預かる事業に取り組み、児童館のノウハウを生かした保

育を実施し、様々な保育ニーズに応えられるように努めます。 

（６）地域の健全育成の環境づくりに関する事業 

ア 児童館活動の内容を児童館だよりや広報くらしき、子育て支援アプリ、ホームペ

ージ、ケーブルＴＶ、新聞を通じて情報提供に努めます。 

イ 地域の様々なこどもの育成活動に協力するなど、児童館活動に関する理解や協力

が得られるよう努めます。 

ウ 地域組織活動（母親クラブ）の育成を支援し、その協力を得ながら、地域のこど

もの健全育成を推進します。 

（７）ボランティアの育成に関する事業 

ア 児童館を利用するこどもが児童館や地域社会で自発的に活動できるよう支援する

とともに、ボランティアとして活動できるよう育成や援助を行い、児童館との繋が

りが継続できる環境づくりに努めます。 

イ 地域住民がボランティアとして児童館の活動に参加できる場を提供し、こどもと

ふれあう機会を積極的に設けます。 

また、学生ボランティアや実習生を積極的に受け入れ、こどもや地域の人とふれ

あう機会を設け、次世代育成に努めます。 

（８）配慮を必要とするこどもへの支援に関する事業 

ア こどもが互いに協力しながら活動できるよう内容や環境について配慮し、悩みや

問題を抱えるこどもには適切な支援をし、児童館が安心できる居場所となるように

します。 
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イ 他機関との連携を深め、子育て相談や不登校児への支援を行います。 

（９）倉敷北児童センターの体力増進指導に関する事業 

行事や遊び（運動を主とする。）を通して体力増進を図ることを目的として、こど

もが運動に親しむ習慣を形成します。 

また、体力増進指導を通してこどもの社会性を伸ばし、心と身体の健康づくりを図

ります。 

（10）玉島児童館の地域子育て支援拠点事業（連携型） 

玉島児童館３階に常設しているつどいの広場では、おおむね３歳までのこども及び

保護者を対象として、親子が気軽に利用できる交流の場の提供や、親子間の交流を深

める取り組み等の地域支援活動をします。 

子育て等に関する相談や援助、地域の子育て関連情報の提供、子育て支援に関する

講習等を実施します。 

（11）岡山県児童館連絡協議会の運営業務 

岡山県内の児童館が地域における児童健全育成の拠点としての更なる向上に資する

ために活動する「岡山県児童館連絡協議会」の会長職と運営事務局を担い、児童館職

員に必要な資格の取得や、資質向上のための研修会を実施するほか、優良職員の表彰

業務を行います。 

また、会員である他市町児童館との連携を深め、交流や情報交換をすることにより、

児童館のネットワーク作りに努めます。 

（12）自主事業 

ア 季節を感じる簡単な調理体験や食べることの大切さを理解できる活動を通して、

食に対する関心をもつ機会の提供に努めます。 

イ 発達段階に応じた年齢別行事を実施し、親子や友達と交流する機会の充実に努め

ます。 

ウ 各児童館で実施している「おもちゃバンク」の周知を図り、地域の資源であるお

もちゃの再利用に努めます。 

エ 地元の中・高校生の職場体験や夏のボランティア体験事業、大学生の実習、イン

ターンシップ等を積極的に受け入れます。 

オ 事業団職員を講師とし、こどもや保護者を対象とした「体操教室」や「育児相談

・身体計測」「福祉体験」等を実施するとともに、さらに利用者のニーズに応えら

れる企画の実施に努めます。また、要望により児童館職員も他施設に出向き、子育

て支援や交流等をします。 

カ こどもと保護者が集い、こどもを真ん中に交流し、笑顔があふれる場として「こ

どもまんなかひだまりマルシェ」を実施し、衣類や日用品、文房具品等のリユース

を通してＳＤＧs に関心をもち、ものを大切にする気持ちが育まれるよう努めます。 

（13）各館で重点的に取り組む事業 

ア 倉敷児童館 

有城荘、ふじ園と３施設合同で交流行事を実施します。また、それぞれの施設の

利用者と一緒に活動する行事を実施し、お互いに交流できる機会を作ります。  
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イ 倉敷北児童センター 

「おしゃべり掲示板」や「つぶやきボックス」等を設置・活用し、感謝や思いを

伝え合うことで、自分や相手を大切にする心を育みます。 

ウ 水島児童館 

館内で気軽にチャレンジできる活動を紹介し、こどもが自ら設定した目標に向け

て挑戦し、できた喜びを味わうことができるよう支援します。 

エ 児島児童館 

年齢別行事の開催日を見直し、友達が大勢集い楽しめる機会や、職員が積極的に

こどもと関わる機会を増やし、社会性や心の成長発達を促すよう努めます。 

オ 玉島児童館 

小学生以上を対象に「バドミントン教室」や「一輪車で遊ぼう」等の運動遊びや

行事を通して友達と関わりながら協調性を育み、運動能力の向上を目指します。 

カ 真備児童館 

自由に感じたことを書くことのできる「つぶやきボックス」で得たこどもの要望

の実現のために「こども会議」を開催し、実施方法をこどもと検討することで、こ

どもの意見を反映できる機会の充実を目指します。 

 

おでかけ児童館実績（６児童館合計）  

区   分 令和６年度実績 令和７年度実績見込 令和８年度目標 

おでかけ児童館実施回数 ３４５回 ２９０回 ２８８回 
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１３．倉敷市障がい者支援センター  福祉施設課  

長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける在宅の身体障がい者、知的障

がい者、精神障がい者及びその家族等の方々に対し、日常生活の支援、相談・情報提供、

在宅福祉サービスの利用援助等を行うⅠ型事業所として、自立助長、社会復帰及び社会参

加を促進し、障がい者の福祉の増進を図ります。 

これらの目的を達成するため、関係機関や団体等との緊密な連携を図りつつ、児島、玉

島、水島の各施設の持つ機能を最大限活用し、事業の充実に努めます。 

また、自主事業として、特定相談支援事業、障害児相談支援事業及び障害支援区分認定

調査を実施します。 

〔主な事業内容〕 

（１）日常生活支援 

障がい者やその家族等に憩いの場を提供することにより、集団活動を通して社会性

を高めるとともに、余暇活動を通して生活の質の向上を図ります。 

図書、囲碁・将棋、各種ゲーム等を備えた、くつろいで過ごせる快適な環境を整備

するとともに、卓球、パソコン、カラオケ、簡単クッキング等の各種教室や、季節に

沿った花見会やクリスマス会等の行事など、利用者の要望に添ったサロン事業の充実

に努めます。 

（２）在宅福祉サービスの利用援助 

福祉サービスの情報提供、利用助言、申請手続きなどの援助を行います。 

（３）相談・情報提供 

電話、面談、訪問等により、日常的な個々の悩み、不安などについて相談を受け、

本人や家族の意思を尊重し、障がい者が地域社会の中で自立した生活を営んでいける

よう、相談や助言、情報提供などの支援に努めます。 

また、各センターに配置している医療的ケア児等コーディネーターの活用を促進し

、医療的ケア等を必要とする利用者に対して、適宜相談や情報提供を行います。  

さらに、携帯電話を活用し、障がい者支援センターの閉館日や時間外についても、

緊急を要する相談などの対応ができるよう努めます。 

そして必要に応じて、障がい福祉課や福祉サービス事業所等の関係機関と連携を図

りながら福祉サービスの調整などを行い、生活基盤の確立と社会生活を支援します。 

機関紙「はばたき便り」及び行事予定表の発行や、手話通訳、ピアカウンセリング

等、利用者の状況に合わせた支援の充実に努めます。 

（４）地域交流・啓発活動 

「はばたきふれあい祭り」などの地域交流行事を企画・実施し、地域住民やボラン

ティアの参加を促進します。 

また、障がい者、家族、地域住民、関係団体及びボランティアの方々に障がいへの

理解を深める啓発を行うとともに、障がい者支援センターのＰＲ活動にも努めます。 

（５）共通重点項目  

ア 安心して憩える場所であるよう、居心地のよい環境づくりと衛生管理の徹底に努

めます。 
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イ 行事・イベント実施の際には、新聞・テレビ等のメディアに対して情報提供を行

い、広報の機会を増やしていくよう努めます。  

ウ 障がい者支援センターについて市民の認知度を高めていくため、イベント開催時

のポスター掲示やチラシ配布などを関係機関等に協力を得て、周知に努めます。 

エ 日常のサロン活動やイベント等の実施にあたり、地域内の各学校や団体へ参加依

頼するなどボランティアの参加促進・継続に努めます。 

オ 地域内の指定相談支援事業所やその他の関係機関、行政との連携を強化すること

により、様々な面から総合的な支援が提供できる体制づくりに努めます。  

カ 将来の福祉人材の育成、人材確保を目指し、福祉系大学や専門学校等と連携し、

社会福祉士・精神保健福祉士の実習受け入れを積極的に行ないます。また、ホーム

ページを通じて、障がい者支援センターの業務や日常について、積極的に発信する

よう努めます。  

（６）障がい者支援センター別の重点項目 

ア 児島障がい者支援センター 

日常的な関わりや定例会を通して利用者ニーズを把握し、利用者が主体的にサロ

ン行事や季節行事に参加できるよう企画、運営に努めます。 

また、多問題を抱える個別のニーズに応じて、ライフステージに応じた必要な相

談支援を提供するとともに、地域の医療機関、指定相談支援事業所、高齢者支援セ

ンターをはじめとする関係機関と連携し、つながりや支え合いを大切にした地域づ

くり、障がい啓発や相談支援体制の充実に努めます。  

イ 玉島障がい者支援センター  

利用者が安心して過ごせる居場所となることを目指し、サロン運営を行います。  

定例行事や季節行事については、利用者との意見交換を大切にしながら企画・実

施し、満足度の向上に努めます。  

また、地域全体の相談支援の質の向上を目指し、障がい特性の理解や支援に関す

る考え方、対応方法等について、関係機関と協働しながら意見交換を行い、保育・

介護・障害等の各分野を越えた連携を通じて、地域全体で支え合う相談支援体制の

充実に努めます。  

ウ 水島障がい者支援センター  

様々な機会を捉えて利用者と職員との意見交換を行いながら、それぞれの障がい

特性を考慮して、定例行事や季節行事について、参加しやすい行事を工夫して取り

入れて、より多くの利用者等が楽しんで相互交流できるような運営に努めます。  

また、行政や障がい福祉サービス事業所等の関係機関と情報を共有しながら、は

ばたきふれあい祭りや小地域ケア会議を通じて地域との連携を深め、地域在住の利

用者がより安全、安心して暮らせる支援に努めます。  

（７）その他 

ア 倉敷地域自立支援協議会の円滑な運営に資するよう、ケア会議、専門部会、くら

しきフォーラムの開催などに積極的に参画します。 

イ 関係福祉団体等との連携を図り、障がい者支援センターの行事への参加協力を依

頼していくとともに、会議室等の利用提供を行います。  
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（８）自主事業  

ア 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「児童福祉

 法」に基づく、特定相談支援事業及び障害児相談支援事業を行います。 

指定相談支援事業所として、サービス等利用計画等が必要な障がい者（児）への

 支援に積極的に取り組むとともに、制度の円滑な推進が図れるよう情報提供や他の

 指定相談支援事業所への紹介などに努めます。  

イ 障害支援区分認定調査の実施  

障害福祉サービス利用に必要な障害支援区分の認定をするために、本人及び保護者

等と面談し、認定調査を実施します。 

 

〔障がい者支援センターの利用実績と目標〕 

（１）児島障がい者支援センター   

区   分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

延利用者数 １４，１７９人 １４，７００人 １６，８５０人 

相談件数 １０，８６１件 １０，６００件 １１，０００件 

計画相談契約件数 ７３件 ６５件 ７０件 

障害支援区分認定調査件数  ５５件 ５２件 ５０件 

    

（２）玉島障がい者支援センター   

区   分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

延利用者数 １６，５８０人 １８，０００人 １８，１００人 

相談件数 ８，９７４件 ８，５００件 ８，７００件 

計画相談契約件数 ９２件 ９４件 ９５件 

障害支援区分認定調査件数  ７２件 ７０件 ５０件 

    

（３）水島障がい者支援センター    

区   分 Ｒ６年度実績 Ｒ７年度見込 Ｒ８年度目標 

延利用者数 １３，６６０人 １６，６００人 １７，０００人 

相談件数 ４，６３３件 ７，３００件 ８，０００件 

計画相談契約件数 ４５件 ４２件 ４５件 

障害支援区分認定調査件数  ５９件 ６５件 ５０件 

 

 

 

 



- 49 - 

 

１４．在宅福祉課  在宅福祉課  

 

倉敷ホームヘルプステーション 

児島ホームヘルプステーション 

倉敷居宅介護支援センター 

児島居宅介護支援センター 

 

（１）訪問介護事業（ホームヘルプサービス） 

介護を必要とする高齢者や障がい者の方が、住み慣れた家庭や地域において可能

な限り自立した生活を送り続けていくことができるよう、介護保険制度等に基づく

指定事業所として、ホームヘルパーを派遣し、生活全般にわたる援助を行います。 

入院中の洗濯や家族が不在時の見守り等の介護保険対象外の介護サービスにも力

を入れ、利用者の方々が安心して快適な生活が送れるよう支援します。  

また、居宅介護支援事業所等の関係機関へ空き情報の提供を行うなど事業ＰＲを

効果的に実施し、新規利用者の確保に努めるとともに、介護サービスの向上を図る

ため、認知症のケアや最新の介護技術の習得等の研修を実施します。  

 

利用者数（１か月当たりの平均）                                      （人） 

  倉 敷 児 島 合 計 

区 分 

 

年度 

 

Ｒ６ 

実 績 

Ｒ７ 

見 込 

Ｒ８ 

目 標 

Ｒ６ 

実 績 

Ｒ７ 

見 込 

Ｒ８ 

目 標 

Ｒ６ 

実 績 

Ｒ７ 

見 込 

Ｒ８ 

目 標 

訪問介護 38 39 40 43 42 46 81 81 86 

総合事業訪問介護 38 40 41 23 19 25 61 59 66 

居宅介護、重度訪問介護 23 23 24 22 26 28 45 49 52 

移動支援事業 3 3 4 3 2 3 6 5 7 

すくすく育児ヘルパー派遣事業 2 2 3 1 1 2 3 3 5 

自主訪問介護事業 5 8 8 3 2 4 8 10 12 

合     計 109 115 120 95 92 108 204 207 228 

 

（２）居宅介護支援事業 

介護保険制度に基づき、居宅介護支援事業所の指定を受け、ケアマネジャーがケ

アプランの作成等の業務を行います。 

公正中立の事業所として、引き続き利用者本位のサービス向上に努めます。  

  また、利用者増加に向け関係機関との連携強化を図ります。  
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利用者数（１か月当たりの平均）              （ 人 ）  

 倉 敷 児 島 合 計  

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 

 

年度 

 

Ｒ６ 

実 績 

Ｒ７ 

見 込 

Ｒ８ 

目 標 

Ｒ６ 

実 績 

Ｒ７ 

見 込 

Ｒ８ 

目 標 

Ｒ６ 

実 績 

Ｒ７ 

見 込 

Ｒ８ 

目 標 

要介護１ 47 48 48 85 84 86 132 132 134 

要介護２ 38 32 40 89 78 86 127 110 126 

要介護３ 14 17 18 39 32 40 53 49 58 

要介護４ 15 10 17 21 21 22 36 31 39 

要介護５ 7 10 10 12 10 12 19 20 22 

合  計 121 117 133 246 225 246 367 342 379 

 

（３）実習生受入れ・講師派遣事業 

ア 介護福祉士やヘルパーの資格取得のための実習について、高校、短大、専門学校

等からの依頼に基づき、実習生をホームヘルプステーションで受け入れます。  

令和８年度目標 １校、２人 

令和７年度見込 １校、１人  

令和６年度実績 ０校、０人  

イ 介護福祉士やヘルパーの資格取得のための講演について、高校、短大、専門学校

等からの依頼に基づき、講師を派遣します。 

令和８年度目標 派遣講師 １人（派遣先１校、４０人）  

令和７年度見込 派遣講師 １人（派遣先１校、４０人）  

令和６年度実績 派遣講師 １人（派遣先１校、３６人）  

ウ 介護支援専門員の資格取得のための実習について、岡山県社会福祉協議会からの  

依頼に基づき、実習生を受け入れます。 

令和８年度目標 ３人 

令和７年度見込 ２人  

令和６年度実績 ３人 

（４）要介護認定調査事業 

介護保険認定調査を受託し実施します。 

 令和８年度目標５０件 

令和７年度見込４７件  

令和６年度実績３５件 


